
令和３年３月１５日 

 

日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告・評価について 

 

新潟市福祉部障がい福祉課 

 

日中サービス支援型共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域に開

かれたサービスとすることにより、サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議

会等（以下「協議会」という。）に対し、定期的に事業の実施状況等を報告し、実施状況等について評価

を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされております。 

つきましては、日中サービス支援型共同生活援助事業所の新規指定及び共同生活援助の類型を日中サ

ービス支援型に変更する際の協議会への報告・評価に係る運用について、以下のとおりといたします。 

 

１ 評価を行う協議会について 

「新潟市障がい者地域自立支援協議会」において評価を行う。 

原則、9～10月に開催される協議会において報告・評価を行う。 

 

２ 指定（変更）から評価までの流れ 

（１）障がい福祉課へ事前相談 

（２）事業実施計画書の提出 

（３）指定申請書（変更届出書）の提出 

・新潟市長が必要と認める場合には、申請にあたり、協議会に対し事前に運営方針や活動内容等を説

明し、評価を受けなければならないものとする。 

（４）障がい福祉課における審査・指定 

（５）指定（変更）後最初に行われる協議会において報告・評価 

（６）以後 1年毎に報告・評価を行う 

 

３ 協議会への報告・評価の流れ 

（１）指定された期日までに事業実施状況報告書を障がい福祉課へ提出 

（２）障がい福祉課担当による書類確認 

（３）協議会において書面及び障がい福祉課担当の説明による報告 

・原則事業者の立ち合いは不要とする。 

（４）評価結果の通知 

・協議会で出された意見、要望、助言、評価等について事業者へ結果を通知する。 


